
　

上記の者に下記自動車に係る自動車重量税の還付金の受領権限を委任する。

注：委任状を提出された場合でも、委任者に未納の国税等があるときは、国税通則法
　　第５７条（充当）及び地方税法附則第９条の１０（委託納付）の規定の適用によ
　　り、当該未納の国税に充当及び委託納付されるため、委任状の受任者に還付され
　　ないことがあります。
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